
議第６０号 【専第８号】令和６年度水俣市一般会計補正予算（第４号）

議第６９号 令和６年度水俣市一般会計補正予算（第５号）

議第７０号 令和６年度水俣市一般会計補正予算（第６号）

議題８２号 令和６年度水俣市一般会計補正予算（第７号）

会計名
補正前
予算額

7月12日専決
補正予算
（第4号）

9月補正予算
（先議分）
（第5号）

9月補正予算
（第6号）

9月補正予算
（追加分）
（第7号）

補正後
予算額

伸率

水俣市一般会計 16,762,956 156,371 40,359 123,151 84,391 17,167,228 2.4%

令和６年９月定例会 水俣市一般会計補正予算の概要



〇災害復旧事業（農業施設、林業施設） ２４，９８１千円

令和6年7月11日から7月15日にかけての大雨により被災した農業施設及び林道施設の復旧

に係る費用です。

〇災害復旧事業（公共土木施設） １１４，４４０千円

令和6年7月11日から7月15日にかけての大雨により被災した道路・河川等の復旧等に係る

費用です。

〇市営住宅管理事業 １６，９５０千円

火事により被災した市営住宅の復旧に係る費用です。

７月１２日専決 補正予算第４号

補正予算のポイント



〇定額減税に係る調整給付事業 ４０，３５９千円

4万円の定額減税（令和6年分所得税3万円、令和6年分個人住民税1万円）について、減税

しきれないと見込まれる所得水準の方への給付金において、予算不足が見込まれることで

の増額補正です。

〇介護予防地域づくり事業 ５４，５３６千円

認知症高齢者グループホームの施設整備を行う事業者に対する支援を行います。

９月補正予算第５号（先議分）

補正予算のポイント

９月補正予算第６号



〇高齢者施設等に係る物価高騰支援事業 ８，５８５千円

高齢者施設等における電力・ガス・燃料費等の物価高騰に対する支援を行います。

〇保育所・認定こども園物価高騰対策事業 １，６４８千円

保育所・認定こども園における電力・ガス・燃料費の物価高騰に対する支援を行います。

〇災害復旧事業 ８１，８９１千円

令和6年8月29日からの台風10号により被災した農業施設、道路、公園、学校施設等

の復旧に係る費用です。

９月補正予算第６号

補正予算のポイント

９月補正予算第７号（追加分）



〇「活力生まれる水俣」推進事業（スポーツコミッション）

２，５００千円

ハイレベルな大会を間近で見ることによる本市のスポーツ振興を図り、併せてスポーツを

通じた交流人口の拡大による地域経済の活性化につなげるため、スポーツ大会や合宿の誘

致を行う団体等に対する補助を増額します。

①スポーツイベント等誘致推進助成金

・補助対象者 水俣市内の宿泊施設への延べ宿泊者数が50人以上のスポーツイベント

等を主催する団体等

・補助内容 イベント等の開催に係る経費の1/2もしくは延べ宿泊者数×1,000円の

いずれか低い額（上限10万円）

②合宿受入支援事業補助金

・補助対象者 スポーツ合宿等を実施し、市内宿泊施設への宿泊者が延べ10人以上と

なる団体等

・補助内容 延べ宿泊者数×1泊あたり1,000円（上限10万円）

９月補正予算第７号（追加分）

補正予算のポイント



 



 



 



 



 



 









市営住宅管理事業【都市計画課】 

 火事により被災した市営住宅の復旧に係る費用 １６，９５０千円 
 

１ 発生日 

  令和６年７月２日（火） 
 

２ 発生場所 

  水俣市営住宅 洗切団地２棟１０４号 
 

３ 被災状況 

  火、煙、水等の影響が当該住戸（１０４号）の全体に及んでいる 
 

４ 復旧の流れ 

 （１） 吹付材確認（検体採取・分析）  

 （２） 解体工事（内装等の撤去） 

 （３） 清掃作業（すす・汚れ等の除去、消臭、消毒等） 

 （４） 復旧工事（原形復旧） 



定額減税に係る調整給付事業 （福祉課）

4万円の定額減税（令和6年分所得税3万円、令和6年分個人住民税1万円）について、減税しきれないと見込まれる所得水

準の方への調整給付事業について、予算不足が見込まれるため増額補正します。

財源 「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」（国庫支出金）

給付金額 ①＋②の合算額（万円単位に切り上げ）

① 所得税分定額減税額（３万円×（本人＋扶養親族数）－令和６年分推計所得税額（令和５年分所得税額）

② 住民税分定額減税額（１万円×（本人＋扶養親族数）－令和６年度分住民税所得割額

※ ①＋②が０円以下となる場合は、定額減税の対象者ですので、調整給付の支給はありません。

対 象 者 ４，１６４人（令和６年１月１日に水俣市に居住している方（合計所得金額が１，８０５万円を超える方は対象外）

《 事 業 概 要 》

区 分 金 額

既決予算額 145,633千円

９月補正予算額 40,359千円

合 計 185,992千円

《 スケジュール 》

８月上旬～中旬 対象者に支給要件確認書を発送

８月中旬頃から 支給要件確認書の返送受付を開始し、振込先口座情報等を確認（オンラインによる受付も可能）

８月下旬頃から 振込の準備ができた方から順次、給付金の支給開始



介護予防地域づくり事業

第９期水俣市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画（令和６年度～８年度）において、「認知症高齢者グループホー
ム」の１ユニット９人分の施設整備を計画している。

当事業により施設整備をすることで、介護が必要となった認知症等の高齢者が、住み慣れた地域の中で、引き続き安心
して自立的な日常生活を営むことができ、地域に根差した包括的な介護サービスを提供していくための環境が整うことと
なる。

※「認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）」とは、認知症の要介護者等に対して、共同生活を営む住居（施設）において、
家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生
活を営めるようにする地域密着型の介護サービスのこと。

補正予算額５４,５３６千円
[いきいき健康課]

急増する高齢単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において、継続して日常生活を
営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進することを目的として補助を行う。

〈事業の目的〉

〈事業の効果〉

令和６年度に認知症高齢者グループホームの施設整備を希望する事業実施者に対して補助を行う。
※県補助率１００％。

●介護基盤緊急整備特別対策事業補助金
認知症高齢者グループホーム（１ユニット９床） 基礎単価36,600千円×１施設＝36,600千円
空き家を活用した整備（加算） 単価9,710千円×1か所＝9,710千円

●施設開設準備経費助成特別対策事業補助金
認知症高齢者グループホーム（１ユニット９床） 単価914千円×9人＝8,226千円

〈事業の概要〉





【予算概要資料】保育所・認定こども園物価高騰対策事業について １，６４８千円【こども子育て課】

【保育所・認定こども園における物価高騰対策支援】
昨年度は、令和５年１月１日から令和６年３月３１日までの保育所・認定こども園の光熱水費、燃料費等の物価高騰に係

る上昇分（消費税及び地方消費税相当額を除く。）を対象とし、熊本県と併せて補助を行った。令和６年４月１日以降も物
価高騰が続いているため、本年度も引き続き支援を行う必要がある。

令和６年度は水俣市単独にて支援を実施

利用定員20人以上59人以下

利用定員60人以上

水俣市
上乗せ
70千円

熊本県
70千円

水俣市
上乗せ
126千円

熊本県
126千円

水俣市
上乗せ
56.5千円

熊本県
56.5千円

水俣市
上乗せ
102千円

熊本県
102千円

利用定員20人以上59人以下（５園）

利用定員60人以上（８園）

水俣市
（単独）
84.75千円
※上限

水俣市
（単独）
153千円
※上限

１回目：令和５年１月～９月分（９ヶ月分）
２回目：令和５年10月～令和６年３月分（６ヶ月分）

１回目：６園

１回目：７園

２回目：５園

２回目：８園

令和６年４月～12月分（９ヶ月分）

★補助額は令和５年度２回目の基準を参考

令和５年度 令和６年度


